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初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
六
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
職
員
（
」
を
「
職
員
で
あ
つ
て
、
」
に
、
「
有
す
る
者
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、

そ
の
採
用
が
、
大
学
卒
業
の
日
か
ら
十
六
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
内
に
行
わ
れ
た
も
の
」
を
「
有
す

る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
前
条
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


